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○港区東京都市計画高度地区の絶対高さ制限の特例に係る区長の認定及び許可に関

する基準 

平成２７年６月１日 

２７港街計第８０８号 

（目的） 

第１条 この基準は、東京都市計画高度地区（港区決定）に規定する絶対高さ制限の特例に

係る区長の認定及び許可に関する基準について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 絶対高さ制限 東京都市計画高度地区（港区決定）計画書（以下「計画書」とい

う。）第４項に規定する絶対高さ制限をいう。 

（２） 分譲マンション ２以上の区分所有者がいる建築物で、人の居住の用に供する専

有部分があるものをいう。 

（３） マンションの建替え 現在ある１又は２以上のマンションを除却するとともに、

当該マンションの敷地（隣接する土地を含む。）にマンションを新たに建築することを

いう。 

（４） 空地面積 敷地面積から建築物の建築面積並びに機械式駐車場（地盤面下に収納

される形式のものを除く。）及び自走式駐車場の水平投影面積を除いた面積をいう。 

（５） 空地率 敷地面積に対する空地面積の割合をいう。 

（６） 歩道状空地 道路に沿って設ける一般の人が通常自由に通行又は利用できる歩道

状の空地で、植栽及びベンチ等の施設を含み、原則として、通行に支障となるような工

作物等（港区東京都市計画高度地区の絶対高さ制限の特例に係る区長の認定及び許可に

関する事務取扱要領（平成２７年７月１日２７港街計第１１９１号）に基づき一時占用

届が提出されたものは除く。）の設置がない部分をいう。 

（７） 屋外貫通通路 道路等の公共施設の相互間を有効に連絡し、地域の歩行者ネット

ワークの拡充に資する空地で、一般の人が通常自由に通行又は利用できる屋外の歩行者

用通路をいう。 

（８） 広場状空地 道路、歩道状空地又は公園に沿って設ける一般の人が通常自由に通

行又は利用できる一団の空地で、植栽及びベンチ等の施設を含む部分をいう。 

（９） 壁面後退 建築物の部分（その部分が面する隣地境界線上の地表面以下の位置に
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設けるもの、ドライエリアの周壁、隣地境界線に沿って設ける塀（これに接続する管理

上必要な門又は塀を含む。）、壁面の位置の統一を図るべき地区において、壁面の位置

を統一する計画建築物、歴史的建造物、公共用歩廊、渡り廊下、地下鉄駅出入口施設そ

の他これらに類する建築物の部分を除く。）の外面を道路境界線及び隣地境界線から一

定の距離を後退することをいう。 

（１０） 環境空地 第９条第１項第５号及び第２項第５号の規定により整備する空地を

いう。 

（１１） 公開空地 環境空地のうち、第９条第１項第５号ア及び第２項第５号アの接道

部緑化を除いたものをいう。 

（１２） 隣接住民 第９条第２項第６号アの規定により空地の整備の有効性について意

見を求める住民で、計画敷地（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条第１

項又は第２項（同法第８６条の２第８項においてこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定により同一敷地内にあるものとみなされる建築物の敷地を含む。）に直接接する

敷地に居住する住民をいう。 

２ 前項に規定するもののほか、この基準において使用する用語は、都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）及び建築基準法において使用する用語の例による。 

（市街地環境の向上に資する建築物の特例） 

第３条 計画書第５項第１号及び第２号に規定する周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市

街地環境の向上に資する建築物は、計画書第５項第１号に該当する場合は第９条第１項に、

計画書第５項第２号に該当する場合は同条第２項に定める緩和基準に適合するものとす

る。この場合において、絶対高さ制限の範囲は、次表に掲げる算定式で得られる数値に相

当する高さとする。 

敷地面積 指定容積率 絶対高さ制限の範囲 建築物等に関する整備基

準 

規模要件なし ５００％未満 指定値×１．３ 第９条第１項に定める第

１段階緩和基準 ５００％以上 指定値×１．５ 

１，０００m２

以上 

５００％未満 指定値×｛１／４，０００×（S－

１，０００）＋１．５｝かつ指定値

×２．０ 

第９条第２項に定める第

２段階緩和基準 

５００％以上 指定値×｛１／４，０００×（S－

１，０００）＋２．０｝かつ指定値
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×２．５ 

指定値：高度地区で定められている絶対高さ制限の高さ S：建築物の敷地面積（m２） 

（老朽分譲マンションの建替え等に関する特例） 

第４条 計画書第６項第１号及び第２号に規定する主たる用途が共同住宅である建築物を

建替えし、又は更新する場合で、周辺環境に対し一定の配慮が図られ、市街地環境の向上

に資する建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。この場合において、絶対

高さ制限の緩和の範囲は、次表に掲げる数値に相当する高さとする。 

（１） 建替え前の建築物の延べ面積の３分の２以上が共同住宅の用に供されていること。 

（２） 建替え後の建築物の延べ面積の３分の２以上が共同住宅の用に供されること。 

（３） 計画書第６項第１号に該当する場合は第９条第１項に、計画書第６項第２号に該

当する場合は同条第２項に定める緩和基準に適合すること。 

敷地面積 指定容積率 絶対高さ制限の範囲 建築物等に関する整備基

準 

規模要件なし ５００％未満 指定値×１．５ 第９条第１項に定める第

１段階緩和基準 

１，０００m２

以上 

指定値×２．０ 第９条第２項に定める第

２段階緩和基準 

指定値：高度地区で定められている絶対高さ制限の高さ S：建築物の敷地面積（m２） 

（総合設計制度を活用する建築物（分譲マンションの建替え）の特例） 

第５条 計画書第７項に規定する主たる用途が共同住宅である建築物の建替えに際して建

築基準法第５９条の２に基づく許可を受けた建築物で、周辺環境に対し一定の配慮が図ら

れ、市街地環境の向上に資する建築物は、次の各号のいずれにも該当するものとする。こ

の場合において、絶対高さ制限の緩和の範囲は、東京都総合設計許可に係る建築物の高さ

等誘導指針（平成１８年３月３１日１７都市建企第５２９号）第２の２の（１）及び（２）

の範囲とする。 

（１） 建替え前の建築物の延べ面積の３分の２以上が共同住宅の用に供されていること。 

（２） 建替え後の建築物の延べ面積の３分の２以上が共同住宅の用に供されること。 

（３） 第９条第２項に定める緩和基準に適合すること。 

（マンション再生円滑化法に基づく緩和特例を活用する建築物の特例） 

第６条 計画書第８項に規定するマンションの再生等の円滑化に関する法律（平成１４年法

律第７８号）第１６３条の５９の規定による許可を受けた建築物で、周辺環境に対し一定
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の配慮が図られ、市街地環境の向上に資する建築物は、次の各号のいずれにも該当するも

のとする。この場合において、絶対高さ制限の緩和の範囲は、東京都マンション再生法容

積率等許可に係る建築物の高さ等誘導指針（平成２７年３月２７日２６都市建企第１２３

３号）第２の２の（１）及び（２）又は港区マンション再生法容積率等許可に係る建築物

の高さ等誘導指針（平成２７年６月１日２７港街計第８９１号）第４条第１項第２号の範

囲とする。 

（１） 第９条第１項（第３号の空地率を除く。）に定める緩和基準に適合すること。た

だし、公開空地の幅員及び幅については、東京都マンション再生法容積率等許可要綱（平

成２７年３月２７日２６都市建企第１２０４号）又は港区マンション再生法容積率等許

可要綱（平成２７年６月１日２７港街計第７９１号）の規定によることができるものと

する（適用する要綱は、当該建築物の建築基準法上の事務について権限を有する特定行

政庁の要綱とする。）。 

（２） 第９条第２項第６号に定める緩和基準に適合すること（絶対高さ制限の緩和の範

囲が、指定値の１．５倍を超える場合に限る。）。 

（公益上やむを得ないと認められる建築物の特例） 

第７条 計画書第９項に規定する公益上やむを得ないと認められる建築物は、次に掲げる建

築物であって、原則として、第９条第１項又は第２項（絶対高さ制限の緩和の範囲が指定

値の１．５倍を超える場合に限る。）に定める緩和基準を満たすものとする。 

（１） 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校 

（２） 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院 

（絶対高さ制限に係る経過措置） 

第８条 計画書第１１項に規定する建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９

号）第６２条第１項に規定する建替え決議に基づく建築物は、次の各号のいずれにも該当

するものとする。 

（１） 建替え決議をした集会の会議録及び建築計画並びに決議の日付が確認できること。 

（２） 絶対高さ制限を超える範囲において、建替え決議時の計画高さを超えず、かつ、

水平投影部分の形状及び面積が同程度のものであること。 

（建築物等に関する整備基準） 

第９条 建築物の整備に係る第１段階緩和基準（敷地面積：規模要件なし）は、次の各号に

掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 接道条件 次のとおりとする。 
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ア 指定容積率４００パーセント以上の地域 建築物の敷地が幅員６メートル以上の

道路に敷地境界線の長さ（以下「敷地周長」という。）の合計の８分の１以上接する

こと。ただし、敷地内において道路に準ずる空地を設ける場合及び道路に面して広い

空地を設ける場合は、この限りでない。 

イ 指定容積率３００パーセント以下の地域 建築物の敷地が幅員４メートル以上の

道路（細街路整備事業により整備された４メートル未満の道路を含み、その場合は拡

幅整備した敷地に限り緩和を適用する。）に敷地周長の合計の８分の１以上を接する

こと。ただし、敷地内において道路に準ずる空地を設ける場合及び道路に面して広い

空地を設ける場合は、この限りでない。 

（２） 壁面後退 道路境界線及び隣地境界線までの水平距離は、次表に掲げる数値以上

とする。ただし、道路境界線及び隣地境界線から壁面後退により定められた制限の範囲

においては、機械式駐車場又は自走式駐車場その他空地の開放性を損なう工作物（建築

基準法第８８条による準用工作物（擁壁を除く。）、駐輪のための器具、ごみ置場等）

を設置してはならない。 

（単位 m） 

敷地面積 隣地境界線までの水平距離 道路境界線までの水平距離 

５００m２未満 １ ２ 

５００m２以上１，０００m２未満 １．５ 

１，０００m２以上 ２ 

（３） 空地率 指定建ぺい率が８０パーセントの地域においては３５パーセント以上、

指定建ぺい率が６０パーセントの地域においては４５パーセント以上とする。 

（４） 緑化面積 港区みどりを守る条例施行規則（昭和４９年港区規則第３３号）別表

に定める基準緑化面積の算定式のうち、緑化率aに１％を加えて算定した面積以上とす

ること。 

（５） 環境空地の整備 建築物の敷地には、次に掲げる空地の整備を１つ以上実施する

こと。ただし、幅員６メートル未満の道路に接する部分については、イに掲げる歩道状

空地の整備を行うものとする（第３項第１号において道路状に整備する部分と合わせて

歩道状空地の幅員が１．５メートル以上となる場合を除く。） 

ア 接道部の緑化 道路境界線に接する部分に幅員２メートル以上の緑地を設け、及び

接道部緑化延長の４割以上を高木または中木で緑化すること。この場合において、高

木及び中木の定義並びに接道部緑化延長の算定方法については港区みどりを守る条
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例（昭和４９年港区条例第２９号）及び港区みどりを守る条例施行規則に定めるとこ

ろによる。 

イ 歩道状空地 道路境界線に接する部分に設け、通行可能な部分の幅員（以下「有効

幅員」という。）が２メートル以上であること。 

ウ 屋外貫通通路 有効幅員が２メートル以上であるとともに、敷地周辺の状況を勘案

し、利用者が安全かつ機能的に利用できる位置・形状とすること。 

エ 広場状空地 面積が１００平方メートル以上、最も狭い部分の幅が４メートル以上

であり、かつ、全周長の８分の１以上が道路又は公園（一体的に利用されるものに限

る。）に接するとともに、敷地周辺の状況を勘案し、利用者が安全かつ機能的に利用

できる位置・形状とすること。 

２ 建築物の整備に係る第２段階緩和基準（敷地面積：１，０００平方メートル以上）は、

次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 

（１） 接道条件 建築物の敷地が幅員６メートル以上の道路に敷地周長の合計の８分の

１以上接すること。ただし、敷地内において道路に準ずる空地を設ける場合及び道路に

面して広い空地を設ける場合は、この限りでない。 

（２） 壁面後退 道路境界線及び隣地境界線までの水平距離は、次表に掲げる数値以上

とする。ただし、道路境界線及び隣地境界線から壁面後退により定められた制限の範囲

においては、機械式駐車場又は自走式駐車場その他空地の開放性を損なう工作物（建築

基準法第８８条による準用工作物（擁壁を除く。）、駐輪のための器具、ごみ置場等）

を設置してはならない。 

（単位 m） 

隣地境界線までの水平距離 道路境界線までの水平距離 

３ ３ 

（３） 空地率 ５０パーセント以上とする。 

（４） 緑化面積 港区みどりを守る条例施行規則別表に定める基準緑化面積の算定式の

うち、緑化率aに３パーセントを加えて算定した面積以上とする。 

（５） 環境空地の整備 建築物の敷地には、次に掲げる空地の整備を２つ以上実施する

こと。ただし、幅員６メートル未満の道路に接する部分については、イに掲げる歩道状

空地の整備を行うものとする（第３項第１号において道路状に整備する部分と合わせて

歩道状空地の幅員が１．５メートル以上になる場合を除く。）。 

ア 接道部の緑化 道路境界線に接する部分に幅員３メートル以上の緑地を設け、港区
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みどりを守る条例施行規則に定める基準接道部緑化延長の算定方法うち、接道部緑化

率に５パーセントを加えて算定した数値以上とし、かつ、接道部緑化延長の５割以上

を高木または中木で緑化すること。この場合において、高木及び中木の定義並びに接

道部緑化延長の算定方法については港区みどりを守る条例及び港区みどりを守る条

例施行規則に定めるところによる。 

イ 歩道状空地 道路境界線に接する部分に設け、幅員３メートル以上で、かつ、有効

幅員が２メートル以上であること。 

ウ 屋外貫通通路 幅員３メートル以上で、かつ、有効幅員が２メートル以上であると

ともに、敷地周辺の状況を勘案し、利用者が安全かつ機能的に利用できる位置・形状

とすること。 

エ 広場状空地 面積が１５０平方メートル以上、最も狭い部分の幅が４メートル以上

であり、かつ、全周長の８分の１以上が道路又は公園（一体的に利用されるものに限

る。）に接するとともに、敷地周辺の状況を勘案し、利用者が安全かつ機能的に利用

できる位置・形状とすること。 

（６） 環境空地の質、建築物の形態・意匠による周辺配慮 周辺環境への配慮及び市街

地環境の向上の観点から、次に掲げる評価項目について総合的に判断し、優良な建築計

画とすること。 

ア 空地の整備の有効性 歩行者の利便性及び安全性の向上、周辺の防災性の向上、視

界に入る緑量の増加等、周辺市街地における空地の整備状況等を踏まえ、空地整備の

有効性を考慮し評価を行う。この場合において、整備する空地の選択に際しては、計

画の初期段階の適切な時期に隣接住民の意見を聴取すること。 

イ 日影・圧迫感 隣地に生じる日影の減少、隣地から見える建物の見付け面積の減少

等、周辺市街地に対する日影や圧迫感の低減を考慮し評価を行う。 

ウ 相隣環境 隣接する建物との開口部の見合いを避けること、目隠しの設置及び隣地

までの距離の確保等、良好な相隣環境の確保を考慮し、評価を行う。 

エ 街並み 周辺市街地との街並みの連続性、調和等を考慮し評価を行う。 

３ 第１項第１号及び前項第１号ただし書の規定は、次に掲げる要件を満たす場合に適用す

る。 

（１） 接道条件 次のア又はイのいずれかに該当すること。 

ア 幅員６メートルを満たさない場合 道路の幅員（細街路整備事業により整備された

４メートル未満の道路を含み、その場合は拡幅整備した敷地に限り緩和を適用する。）
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と合わせて６メートルとなるように道路状に整備すること。この場合において、壁面

後退の道路境界線からの水平距離は、道路状に整備した部分からの距離とする。 

イ 敷地周長の合計の８分の１を満たさない場合 次式で算定する面積以上の緑地又

は広場状空地を最も狭い部分の幅は４メートル以上で、全周長の８分の１以上が道路

又は公園（一体的に利用されるものに限る。）に面して整備すること。この場合にお

いて、環境空地とは別の空地として整備し、敷地周辺の状況を勘案し、利用者が安全

かつ機能的に利用できる位置・形状とすること。 

面積＝（敷地周長の合計の８分の１の長さ－接道長さ）×接道長 

※接道長さ＝必要幅員を満たす道路に接する部分の長さ 

（２） 空地率 第１項第１号及び前項第１号ただし書の規定により整備する前号ア又は

イの空地を除いた面積により算定する。 

（絶対高さ制限の異なる地区等に渡る場合の基準） 

第１０条 建築物の敷地が絶対高さ制限の異なる地区にまたがる場合は、それぞれの地区に

よる絶対高さ制限の範囲までとする。 

２ 建築物の敷地が絶対高さ制限の異なる地区又は指定のない地区にまたがる場合、第３条

及び第４条中の敷地面積は、敷地全体の面積とする。 

３ 建築物の敷地が絶対高さ制限の異なる地区又は指定のない地区にまたがる場合の建築

物等に関する整備基準の取扱いは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 接道条件 適合すべき基準のうち最も厳しい基準を敷地全体で満たすものとする。 

（２） 壁面後退 適合すべき基準のうち最も厳しい基準を敷地全体で満たすものとする。 

（３） 空地率 地区ごとにそれぞれの基準を満たすものとする。 

（４） 緑化面積 適合すべき基準のうち最も厳しい基準を敷地全体で満たすものとする。 

（５） 空地の整備 適合すべき基準のうち最も厳しい基準を敷地全体で満たすものとす

る。 

（参考） 

適用対象 ア 接道条件 イ 壁面後退 ウ 空地率 エ 緑化面積 オ 空地の整備 

敷地全体 ○ ○ ― ○ ○ 

地区ごと ― ― ○ ― ― 

（建築基準法第８６条第１項又は第２項の認定を受ける場合の取扱い） 

第１１条 建築基準法第８６条第１項又は第２項（同法第８６条の２第８項においてこれら
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の規定を準用する場合を含む。）の規定により一の敷地とみなされた一団の敷地を第３条

又は第４条に規定する敷地面積とみなす場合の第９条の規定の適用にあっては、同条各項

第３号を除き「敷地」を「一団の敷地」と読み替えて適用する。 

（参考） 

適用対象 ア 接道条件 イ 壁面後退 ウ 空地率 エ 緑化面積 オ 空地の整備 

一団の敷

地 

○ ○ ― ○ ○ 

計画敷地 ― ― ○ ― ― 

（敷地内に都市計画道路がある場合の取扱い） 

第１２条 敷地内に都市計画道路が位置する場合の空地率の算定に際しては、都市計画道路

に係る部分を敷地面積から除いた面積で算定する。 

２ 敷地内に都市計画道路が位置する場合の壁面後退及び空地の整備については、第９条中

「道路境界線」とあるのは「都市計画道路計画線」と読み替えて適用する。 

（委任） 

第１３条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。 

付 則 

この基準は、平成２７年１０月１日から施行する。 

付 則 

この基準は、令和７年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この基準は、令和８年４月１日から施行する。 


